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議決権行使書・委任状について

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

　平素は当協会の運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。

　定款第4章におきまして、通常総会は年1回開催され、 事業報告、決算報告、理事および監事の選任・

解任の他、重要事項を審議する当協会の最高決議機関となっており、その第18条により「総会の決議は、
出席した正会員の議決権の過半数をもって行う」こととなります。

　つきましては、本年3月8日㈫東京で開催されます通常総会にぜひご出席いただきますようご案内申し

あげます。出欠のご連絡は、同封の書面または当協会Webサイトにて必ず2月25日㈮までにご提出
いただきますようお願いいたします。ご欠席の場合は必ず「議決権行使書」または「委任状」をご提出
ください。ご返信いただけない場合は、電話またはFAXで確認のご連絡をさせていただきます。
予めご了承ください。

　何とぞ総会にご出席もしくは議決権行使書または委任状をご提出いただきますよう重ねてお願い申しあげ

ます。

敬　具

「議決権行使書」または「委任状」の記入の仕方

• 出席の方は、出席に○をしてください。
• 欠席の方は、欠席に○をして、議決権行使書または委任状のどちらかに記入してください。
 両方に記入の場合は、議決権行使書を優先いたします。ただし議決権行使書の各議案について賛

否が記入されていない場合は委任状を優先します。
① 議決権行使書は、議案（同封）について、総会開催日前に賛否を記載した書面を当協会に提出

して、議決権を行使するものです。各議案について、賛成か反対に○をしてください。いずれに
も記入がない場合は決議に参加しなかったものとみなします。

② 委任状は、委任した代理人（出席時のみ有効）に議決内容（賛成または反対）の決定を委任しま
す。代理人の名前が記載されていない場合は、議決権は議長に一任されたものとみなします。

総会の招集通知及び議決権行使の電子化に関するお知らせ

　総会の招集のご案内及び出欠の確認、総会に出席されない方に対しての議決権行使・議決権の代理

行使について、会員サイトでの電磁的方法による表決を導入いたしております。

　お手続きにつきましては、会員サイトにログインをいただき、［総会招集通知の手続き］より

「電磁」にチェックをお願いいたします。

　「電磁的方法(会員サイト)で表決を行う」を選択いただいた方には、今後はメールで総会の招集のご案

内をお送りいたします。会員サイトに総会資料を掲載いたしますので、案内に従って議案の閲覧及び出欠

の確認、議決権行使を行っていただきます。
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